
雇 用 形態

雇 用 関係

若干名募 集 人数

（５）普通自動車運転免許を取得しており、私用車での移動が可能な方

（６）パソコンで書類作成ができる方

（８）活動期間終了後も東串良町に定住し、起業・就業する意欲のある方

東串良町内

（７）地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方

 活動日数は、原則20日とします。

 活動時間は、1日7時間、週35時間を基本とします。

 町と業務委託契約を締結します。(準委任契約となります。)

 ※雇用契約はありません。

 委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日まで

 ※活動状況や実績を勘案して最⾧3年まで更新することができます。

 ただし、隊員としてふさわしくないと判断した場合は、委嘱期間中であっても委嘱

を取り消すことがあります。

東串良町地域おこし協力隊募集要項

 なし

勤 務 時間

勤 務 地

応 募 条件

業 務 概要

（１）地方での活動に魅力を感じる方

（２）自ら課題意識を持ち、仲間と共に主体的に改善を図れる方

（３）３大都市圏をはじめとする都市地域等に在住の方で、東串良町に住民票を

   移動できる方

（４）採用日において２０歳以上の方（男女不問）

 東串良町は、少子高齢化・人口減少が進み、さまざまな地域課題を抱えています。

このような課題を解決するため、都市部の人材を活用し、産業振興や地域活性化、新

たな魅力の創出等を図ることを目的に「地域おこし協力隊」を募集します。

活動内容は、自由提案型です。

(活動例)

〇移住定住促進及び交流・関係人口の増加に関する活動

○産業（農林水産業・商工観光業）の振興に関する活動

○町の資源や魅力を活用した地域の活性化を推進する活動 など

〇観光拠点施設の管理・運営



東串良町役場企画課へ郵送してください。

○募集に関する質問は、メールで受け付けます。なお、メール以外の質問は受け付け

ませんのでご留意ください。

Mail✉:kikaku@higashikushira.com

○質問への回答は、質問者にメールで返信します。

○選考の経過及び結果の問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承くださ

審 査 方法

申込受付期間 令和8年1月16日 ～2月27日

なお、第２次選考試験に要する交通費及び宿泊費等は申込者の

負担となります。（鹿児島空港・鹿児島中央駅までの送迎は行います。）

※オンラインでの面接になる場合があります。

（１）第１次選考（書類選考）

東串良町ホームページにある「応募用紙」に必要事項を記入し、

「履歴書」、「住民票」、「普通自動車運転免許証の写し（両面）」、

「市町村民税に滞納がないことを証明できる書類」を添付して、

そ の 他

選考結果は、応募者全員に対し文書で通知します。

（２）第２次選考（面接）

第１次選考合格者は本町にて面接を行います。

日時等は、第１次選考結果を通知する際にお知らせします。

○国民健康保険及び国民年金は自己加入となります。

○雇用保険の加入はありません。

○業務遂行に支障とならない範囲で副業は可能です。

○住居等にかかる賃貸料の一部（上限5万円／月）を活動費として支払います。

（町が所有する住宅の貸付も受けられます。）

○原則、住宅の入居者は隊員に限りますが、事前申出により、配偶者や子など親族の

同居を認める場合があります。

○活動に使用する車両は、車両借上料35,000円及び燃料費として、15,000円／月を上

限として活動費として支払います。

○活動に必要となるパソコン等の通信端末は、借上料（通信費込）として上限10,000

円／月を活動費として支払います。

○地域活動に要する経費（消耗品費、研修費等）を活動費として支払います。

○引っ越しに必要な経費は本人負担となります。

福 利 厚生

給 与 等 ○月額291,000円以下（年額350万円を上限）

※活動に要する費用については、活動報告等（日報・月報・委託料請求書）に基づ

き、町が必要と認めたものについて予算の範囲で別途支給します。（年額200万円を

上限）

※1か月の活動日数が20日に満たない場合は、委託料を日割り計算により支給しま

す。


